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３．河川整備計画の対象区間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画対象区間と整備内容  
整備内容  河川  区間  概要  

神崎川  神崎川河口～猪名川合

流点  
左門殿川  中島川合流点～神崎川

分派点  

河床掘削・  
橋脚補強  

中島川  河口～神崎川分派点  

河床の掘削を行ないます。実施に当た

っては周囲への影響が小さくなるよう

に配慮します。  
河床掘削に伴い、橋脚部の補強が必要

となる橋梁（左門橋外 8 橋）については、

基礎部の補強及び洗掘防止を行ないま

す。  
神崎川   

左門殿川   

西島川   

耐震補強  

中島川   

海溝型地震への対応とあわせ直下型

地震への対策を並行し、防潮施設の機能

が損なわれ浸水被害が発生するおそれ

がある箇所について照査を行ない、耐震

補強を実施します。  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.1 整備対象区間位置図 

 本 計画 の 対象 は 、神 崎 川下 流 ブロ ッ ク内 の全て の 一級 河 川で 、 その う ち計 画 的に 河 川

整備 を実 施 する 区 間は 、 これ ま での 河 川整 備 状況を 勘案 し 、所 定 の治 水 安全 度 に達 し て

いな い箇所の うち、 下記に示 す通り です。  

 な お、 河 川の 維 持に つ いて は 、神 崎 川下 流ブロ ッ クの 全 ての 一 級河 川 で行 な うこ と と

しま す。  

整備対象区間  

河 川   施工の 場所 整備 延 長 

神崎 川 河口～ 猪名川 合 流点下 流 7.1km 

中島 川 河口～ 神崎川 合 流点下 流 2.82km 

左門 殿 川 中島川 合流点 上 流～神 崎川分 派点 下流 2.57km 

西島 川 河口～ 神崎川 分 派点下 流 1.49km 
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４. 河川整備計画の対象期間 

 
 
 
 

大阪府ではこれまで、河川整備計画の対象期間として統一的に概ね１０～１５年を設定

しておりましたが、本ブロックにおいては国、兵庫県と整備計画を同調させる必要がある

ことから、対象期間を３０年としております。  
 
 

５．河川整備計画の適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

本 計画 は、大 阪府に お ける 現時 点 での 当 面 の河 川整 備水 準 の目 標 に配 慮し 、 かつ 流域

の社 会状況、 自然環 境、 河道 状況に基 づき 策定 されたも ので す。 

 本 計画 の 適用 に あた っ ては 、 策定 後 にこ れ らの状 況の 変 化や 、 新た な 知見 ・ 技術 の 進

歩な どの変化 によっ ては 、適 宜、 河川 整備 計画の見直し を行 なうも のと しま す。 

本 計画 の対 象期 間、計 画策 定から 概ね３ ０年 とし ます 。 神 崎川下 流ブ ロ ック で は、 長期 目 標を 踏 ま え、 整備 計画 対 象期 間 内で 各河 川 の状況 に

応じた 段階的な 整備を 行ない ます。 

当 ブロッ クの 河 川の 重 要性 を考 慮 し、 現 状 の治 水安 全度 か ら長 期 目標 に向 け て早期 に

治水安 全度の向 上を 図る必要 がありま す。  

対 象期間 内で は 、猪 名 川に おけ る 直轄 事 業 によ る河 川整 備 、神 崎 川上 流域 に おいて 安

威川の 上流で概 ね 100 年に一 度発 生す る規 模の 降雨（日雨 量 247mm）で 発生 する洪 水

を調節 するダ ム建設 （大 阪府 ）が 行な われま す。 

当 ブロック 河川で は現 状で 可能な河 床掘 削を進め 、こ れに より概 ね 40 年に 一度発 生

する規 模の降 雨で発 生す る洪 水を 安全 に流 下さ せること を目 標とし ます 。  

高 潮につ いて は 、伊 勢 湾台 風級 の 超大 型 台 風が 、大 阪湾 に 最悪 の コー ス（ 室 戸台風 、

昭和 9 年 9 月 、大阪 湾通 過経 路）を 通り 、満潮 時に来 襲した 場合 にも 対応でき る防潮 施

設が整 備され ており 、今 後も 同等 の安 全度 を引 き続き確 保し ます。 

河 川施設 の耐 震 対策 と して は、 想 定さ れ る 直下 型地 震に 対 して 、 早期 に修 復 可能な 損

傷に留 め る、 あ るい は 、損 傷 し ない 地 震対 策とし て 堤防 の 耐震 化 を進 め てお り 、今 後 も

引き続 き実施し てい きま す。 

近 い将来 発生 が 懸念 さ れて いる 東 南海 ・ 南 海地 震に 伴う 津 波対 策 とし て、 水 門、鉄 扉

の電動 化 、自 動 化や 不 測の 事 態 への バ ック ア ップ対 策、 さ らに 迅 速な 水 防体 制 の確 立 な

どの対 策 を進 め 、流 域 市（ 大 阪市 ） と 連携 し、津 波 ハザ ー ドマ ッ プを は じめ と する 住 民

への情 報提供や 避難 活動 の支 援な どのソフ ト対 策に努め ます 。 

各 河川で はそ れ ぞれ の 河道 特性 、 周辺 の 自 然環 境や 動植 物 の生 息 、生 育に 配 慮した 整

備を行 なうも のとし ます。 

河 床掘削に ついて は、掘削域が 海面 標高 以下の OP-3.5m～OP-0.3m の範 囲で ある こ

とや、上流 部 2.7K～9.8K の 掘削高は 平均 0.6m 程度 であり 、こ れに 伴う汽水 域の変 動

や魚類 の生態 系に対 する 影響は少ない もの と考 えます。 
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（１）１/４０確率流量の設定 

 
 
 
 
 
 
 

表-6.1 目標とする 1/40 確率降雨波形（群）の最大流量一覧 

 

 日雨量（1/40 確率雨量 199mm/日）波形群による流量 

    神崎橋地点流量 m3/s 

目標流量 Ⅰ型 S28 昭和 28 年 9 月 25 日 3,419 

   S42 昭和 42 年 7 月 9 日 3,411 

 

 

９時間雨量（1/40 確率雨量 163mm/9hr）波形群による流量 

    神崎橋地点流量 m3/s 

目標流量 Ⅱ型 S28 昭和 28 年 9 月 25 日 2,918 

  S35 昭和 35 年 8 月 29 日 2,237 

  S42 昭和 42 年 7 月 9 日 3,244 

  S47 昭和 47 年 9 月 16 日 2,637 

  S58 昭和 58 年 9 月 28 日 3,351 

  S16 平成 16 年 10 月 20 日 2,980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神崎川下流ブロックを包括する「神崎川全体計画」で示されている当面の目標とする高

水流量について、当面の目標とする高水（群）による地点流量により照査した結果、既定

計画における「当面の目標とする高水流量」３,４００m3/s は妥当と判断し、既定計画値

を踏襲します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神崎 橋を基準 点と した 当面の 整備の目 標とする 規模 は 1/40 確率 とします 。 

計画 降雨波形（ 群）と各降 雨時 の湿 潤状 態か ら求 まる流出（ 群）に対し、一 庫ダ ム、箕

面 川ダ ム、 安威 川ダ ム、の 洪水調節 を行 なっ た場合の 各地 点の最 大流 量を示し ます 。 

計画流 量配分 

当 面の目 標とす る高水 （群） による 地点 流 量、 既定 計 画で あ る「 淀 川水 系 河川 整 備

計画」（平 成 20 年 6 月）、「 神崎 川全 体計 画」（平成 ９年 策定）に おけ る計 画高水 流量

を総合 的に判 断し 、 神崎 橋 地 点に お ける 「 当面の 目標と する 高 水流 量 」 は、 既 定計 画

通り３,４００ m3/s と しま す。 神崎 橋基準 点よ り下 流の 流量 配分 区間につ いては 、河

川が分 派及び 合流 し てい る こ とか ら 、洪 水 の流下 を水理 学的 に 算出 し た もの を 記載 し

ていま す。 

小戸 2,300 

神崎川

神崎川

左門殿川

中島川  
中島川

西  
島  
川  

猪
名

川 安  
威  
川  

余野川

箕面川

一庫大路次川

神崎川下流ブロック  

図-6.1 目標とする流量 

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

流
量
　
m
3/
s

：Ⅰ型(日雨量） ：Ⅱ型（９時間雨量）
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（２） 神崎川の整備目標 

 神崎川下流ブロック各河川において現状で掘削可能な河床高を、JR 東海道線下の基礎の

高さおよび河口の沖合いを極力掘削しないこと、猪名川における河道整備との整合性、河

床の安定性、局所的な土砂の堆積の軽減を考慮して設定しました。  
 猪名川における直轄事業による河川整備、神崎川加島上流の安威川ダムの整備により、

神崎川は概ね 40 年に１度の洪水を安全に流すことができます。  
 このとき、神崎橋基準点の流量は概ね 3,400m3/s となります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神崎川河口～猪名川合流点                    中島川：河口～神崎川分派点     左門殿川：中島川合流点～神崎川分派点  

図-6.2 目標とする河床高 

           神崎橋

辰巳橋

         千船橋

現況河床高 (平均） 目標とする 河床高  HWL 左岸 堤防高 右岸 堤防高 橋梁 桁下 橋脚 基礎天端
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７．河川の適切な利用および流水の正常な機能の維持に関する目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

８．河川環境の整備と保全に関する目標 

 

８．河川環境の整備と保全に関する

神崎 川流 域 にお い ては 重 要な 種 を含 め 、多 様 な生 物 の生 息 ・生 育 ・繁 殖 環境 の 保全 に

努 める と とも に 、魚 類 等の 上 下流 へ の移 動 性など生 態的な 連続性 にも考 慮した 良好な 環

境 の維 持に 努めます 。 

河川 空間 を 市街 地 にお け る貴 重 なオ ー プン ス ペー ス とし て 人々 が 快適 に 河川 を 利用 で

き るよ う 地域 や 市民 団 体、 関 係機 関 と連 携 し、水辺 広場な どの人 と川と のふれ あいの 場

の 整備 や適 切な 維持 管理に努 めま す。 

神崎 川 の 矢倉 緑地 に つ づく 高 水 敷に つ いて は 、 わず か に 残さ れ た 貴重 な自 然 環 境を 有

す る矢 倉 海岸 と とも に 、市 街 地に お ける 貴 重なオー プンス ペース として 多くの 人に利 用

さ れて い ます 。 河川 沿い に は「 な にわ 自 転 車道」、「 西島 川 自転 車 歩行 者 道」の レクリ エ

ー ショ ン 施設 も 整備 さ れて お り、 こ れら の 限られた 河川空 間の保 全を図 るとと もに、 秩

序 ある 利用 の促 進に 向け、 施設管理 者及 び占 用者に対 して 適切な 指導 に努めま す。 

また 、特 定 外来 生 物等 、 外来 種 の無 秩 序な 投 棄・ 放 流な ど 、生 態 系の バ ラン ス を急 激

に 変化 させ るよ うな 行為に ついては 、関 係機 関と連携 して 防止に 努め ていきま す。 

また 、神 崎 川で は 大阪 府 が行 う 「河 川 水辺 の 国勢 調 査」 等 によ り 環境 調 査を 実 施し て

き てお り、 今後 も河 川環境 のモニタ リン グを 継続 していき ます 。 

自然 環境 保 全の 分 野に お いて 、 市民 ボ ラン テ ィア 等 とも 協 力し 河 川環 境 モニ タ リン グ

の 実施 に より 得 られ た 調査 結 果に よ る環 境 デー タの 充実を 図り、 インタ ーネッ ト等を 活

用 した 情報 提供 体制を充 実さ せま す。 

 神 崎川 下 流ブ ロ ック は 、市 街 地に お ける 貴 重な 水 辺空 間 であ る こと を 考慮 し 、生 態 系

が保 全でき、 安全で うる おい のあ る街づく りの 核となる よう 努めま す。 

 神 崎川は平 常時にお いて、10m3/s の水が 淀川 から 神崎 川に 供給（導 水）されて おり、

動植 物の 生 息地 、 生育 地 の状 況 や流 水 の清 潔の保 持 に必 要 な流 量 とし て 今後 も 確保 に 努

めま す。 

 正 常流 量 につ い ては 、 神崎 川 下流 ブ ロッ クの河 川 は全 て 感潮 区 間に 位 置し 、 河川 水 位

が潮 位に よ って 支 配さ れ るた め 低水 管 理を 適 切に 行 なう た めの 基 準地 点 が設 定 でき ず 、

正常 流量 の 設定 が 行な え ませ ん が、 上 流域 の猪名 川 小戸 地 点や 安 威川 千 歳橋 地 点に お け

る正 常流 量 を確 保 する こ とに よ り、 当 該ブ ロ ックの 河川 環 境の 保 全が 図 れる も のと 考 え

ます 。 

（参考）上流域での正常流量  

基準 点 対象 期間 正常 流量 

猪名 川小 戸地 点 通 年 1.5m3/s 

灌漑 期（ 最大）  概ね 0.7m3/s 

安威 川千 歳橋 地点 

非灌 漑期 （最大 ） 概ね 0.6m3/s 
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